
１　　日　　時　　　令和４年７月４日（月）　午後３時００分

２　　場　　所　　　北広島市役所　３階 会議室 ３Ｄ

第 １ 回　 固定資産評価審査委員会

北　広　島　市　固　定　資　産　評　価　審　査　委　員　会

議　　　案　　　書

令　　和　　４　　年　　度



１　　　開　　　会

２　　　委員及び職員の紹介

３　　　委員長の選任について

４　　　職務代理者の指定について

５　　　書記の任命について

６　　　議事録署名委員の指名について

７　　　報告

第１号　令和４年度固定資産評価概要及び縦覧・閲覧結果について

第２号　令和４年度市税条例の改正について

第３号　令和３年度固定資産評価審査委員会活動報告について

８　　　議案

第1号　 北広島市固定資産評価審査委員会規程の一部を改正する規程

について

９　　　その他

10　　　閉　　　会

　　　　　　会　　　議　　　次　　　第



 

 
 

 
 

令和４年度固定資産評価概要 
及び縦覧・閲覧結果について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北広島市総務部税務課 
資産税 土地係・家屋係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

報告第１号 

-1-



＜ 令和4年度の固定資産税の縦覧・閲覧について ＞ 
 
１ 縦覧と閲覧について 
(１) 土地価格等・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について 
平成 15 年度から「土地価格等縦覧帳簿」「家屋価格等縦覧帳簿」により、

土地又は家屋の納税者が市内の全ての土地又は家屋の価格を縦覧できるよ

うになりました。 

 

(２) 固定資産課税台帳の閲覧について 

平成 15 年度から納税義務者や借地人・借家人等は、関係する課税台帳を

通年にわたり閲覧することができるようになりました。 

 

２ 縦覧、閲覧申請の件数について 
(4月1日～5月末日時点) 

年 度 縦覧帳簿の縦覧 課税台帳の閲覧 

H16 0 135 

H17 1 140 

H18 1 134 

H19 0 106 

H20 1 91 

H21 1 151 

H22 1 104 

H23 1 129 

H24 2 264 

H25 2 113 

H26 3 103 

H27 1 115 

H28 0 130 

H29 0 96 

H30 0 157 

H31 0 135 

R2 0 117 

R3 1 131 

R4 0 139 

-2-



< 令和4年度土地に係る固定資産税について > 
 
１ 土地の固定資産評価額について 

固定資産税の評価額は、地方税法上3年ごとに評価の見直し（評価替え）を

行い、評価替えの年（令和3年度）の評価額を3年間据え置くこととなってい

ます。 

なお、地価が下落し、地価調査基準日の価格を下回った場合は納税者にとっ

て不利益となることから、評価替え以外の年度でも、地価の変動率が大きい区

域については調査を行い、地価の下落が見られる場合は、特例措置として評価

額を時点修正しています。 

 

２ 市内における土地（宅地）の状況について 

(１) 不動産鑑定から見た状況 

市街化区域143地点の不動産鑑定による令和2年1月1日（地価調査基準

日）から令和3年7月1日までの1年半の変動では、全体で15.5％の上昇

となっています。 

普通住宅では、西部地区の 17.8％が最も上昇率が大きく、順に北広島団

地地区が 17.1％、東部地区が 15.6％となっています。大曲地区及び西の里

地区についても他地区と同様の上昇傾向にあります。 

用途地域別では、商業地区が16.4%、普通住宅地区が16.1％の上昇となっ

ており、用途を問わず、価格の上昇が見られる傾向となっています。 

 
○不動産鑑定：R2.1.1～R3.7.1の1年半の変動率 

用途 
地区 

市  街  化  区  域 
全  体 商業地区 普通住宅 併用住宅 工業地区 

東   部 14.0% 16.1% 15.6% 15.0% 6.5% 

北広島団地 17.3% 17.8% 17.1%   

大   曲 15.4% 13.3% 15.2% 13.5% 18.5% 

西   部 16.1%  17.8% 12.8% 9.3% 

西 の 里 15.6% 16.9% 15.4% 15.7%  

市内全域の 
平均変動率 15.5% 16.4% 16.1% 14.4% 11.9% 

 

 

(２) 地価公示価格（国土交通省）から見た状況 

市内においては、19地点について地価公示価格の公表がありました。 

令和3年1月1日から令和4年1月1日までの1年間で、全体で18.3％

（昨年は9.1％）の上昇となっております。 

用途地域別では、普通住宅地区は 20.4％（昨年は 10.1％）の上昇、普通

商業地区は、19.0％（昨年は 10.7％）の上昇となっており、普通住宅地区

及び普通商業地区ともに上昇率が高くなっています。 
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○地価公示価格：R3.1.1～R4.1.1の1年間の変動率 

（単位：円/㎡） 
No 地         番 用途地域 R4価格 R3価格 変動率（％） 

1 共栄町１－１０－３ 普通住宅 46,000 36,500 26.0 

2 山手町５－３－７ 〃 23,000 19,300 19.2 

3 大曲柏葉３－５－１９ 〃 29,000 24,400 18.9 

4 美沢３－４－８ 〃 47,000 38,000 23.7 

5 朝日町４－３－１０ 〃 37,000 31,000 19.4 

6 東共栄２－２０－５ 〃 29,800 24,500 21.6 

7 大曲南ヶ丘３－１４－５ 〃 32,000 26,700 19.9 

8 大曲緑ヶ丘４－１－３ 〃 23,800 20,000 19.0 

9 白樺町２－５－７ 〃 28,300 23,600 19.9 

10 輪厚中央１－６－１０ 〃 13,900 11,600 19.8 

11 西の里東３-８-８ 〃 32,500 27,100 19.9 

12 新富町西２－３－１５ 〃 29,900 25,000 19.6 

13 大曲末広２－６－１４ 〃 32,600 27,400 19.0 

14 北進町３－３－４ 〃 53,800 45,000 19.6 

 普 通 住 宅 地 区 平 均 変 動 率 20.4 

15 西の里３１０－１外 調整区域 8,500 7,800 9.0 

16 輪厚６０７－４３ 調整区域 7,300 7,000 4.3 

 調 整 区 域 平 均 変 動 率 6.7 

17 中央２－１－２ 普通商業 44,000 37,200 18.3 

18 栄町１－１－３ 〃 67,000 56,000 19.6 

 普 通 商 業 地 区 平 均 変 動 率 19.0 

19 北の里１１－３ 中小工業 12,000 10,800 11.1 

 中 小 工 場 地 区 平 均 変 動 率 11.1 

 市 内 全 体 平 均 変 動 率 18.3 

 

 

(３) 地価調査価格（北海道）から見た状況 

市内においては、12地点について、地価調査価格の公表がありました。 

市内全体の状況としては、令和2年7月1日から令和3年7月1日までの

1 年間で、15.1％（全地点市街化区域）の上昇となっており、一昨年 5.7％

の上昇、昨年6.7％の上昇と比較すると、上昇率の大幅な増化が見られます。 

市内各地域と用途地域別で見てみると、普通住宅地区は市内全域で上昇傾

向にあります。また、中小工場地区でも、大曲地区の工業団地が 16.7％の

上昇となっており、一昨年14.8％の上昇、昨年16.1％の上昇と比較すると、

引き続き上昇傾向にあります。 
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○地価調査価格：R2.7.1～R3.7.1の1年間の変動率 
（単位：円/㎡） 

No 地         番 用途地域 R3価格 R2価格 変動率（％） 

1 虹ヶ丘４－８－１５ 普通住宅 46,300 40,200 15.2 

2 共栄町４－８－２３ 〃 29,800 25,000 19.2 

3 稲穂町東６－１－１４ 〃 36,800 31,000 18.7 

4 若葉町３－３－４ 〃 26,500 22,300 18.8 

5 大曲柏葉３－５－１９ 〃 26,000 23,000 13.0 

6 大曲末広６－３－１０ 〃 15,500 13,700 13.1 

7 希望ヶ丘２－１－２７ 〃 18,000 16,000 12.5 

 普 通 住 宅 地 区 平 均 変 動 率 15.8 

8 共栄町１－１３－１２ 普通商業 34,400 30,000 14.7 

9 大曲幸町７－１－３ 〃 61,000 56,000 8.9 

10 中央６－８－１０ 〃 46,000 - - 

 普 通 商 業 地 区 平 均 変 動 率 11.8 

11 美沢１－１－３外 併用住宅 44,000 - - 

 併 用 住 宅 地 区 平 均 変 動 率 - 

12 大曲工業団地３－５－１ 中小工業 21,000 18,000 16.7 

 中 小 工 場 地 区 平 均 変 動 率 16.7 

 市 内 全 体 平 均 変 動 率 15.1 

 
 
３ 土地に係る令和4年度税制改正の概要 

(１) 土地に係る固定資産税の負担調整措置 

ア 宅地等及び農地の負担調整措置については、令和3年度から令和5年度

までのあいだ、据置年度において価格の下落修正を行うことができる措置

並びに商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額

制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。 

 

イ 令和4年度限りの措置として、商業地等の土地に限り、課税標準額の上

昇幅を2.5%(現行:5%)とする。 

 

(２) 土地に係る都市計画税の負担調整措置 

固定資産税の税制改正に伴う所要の改正を行う。 
 
【令和4年度税制改正に係る税額の比較】 

令和4年4月1日時点（千円） 

区分 固定資産税 都市計画税 合計 

法改正後 867,600 206,512 1,074,112 

法改正前 874,501 208,030 1,082,531 

差額 ▲6,901 ▲1,518 ▲8,419 

※減額された税額に対して国からの補てんはなし。 
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＜ 令和4年度の家屋に係る固定資産税について ＞ 
 

１ 令和4年度家屋の評価の概要 

令和 4 年度は、基準年度（評価替年度 令和 3 年度）の翌年度にあたるため、

既存家屋の価格は据置措置がとられています。（ちなみに次回評価替えは令和 6

年度となります。）      

  

(１) 令和４年度家屋における決定価格          （概要調書抜粋） 

  区  分 棟 数 床面積(㎡) 決定価格（千円） 対前年価格（千円） 

木 
 

造 

総   数 17,070 2,157,677 48,990,345 1,419,180 

法定免税点 
未満のもの 42 2,166 3,782 ▲178,738 

法定免税点 
以上のもの 17,028 2,155,511 48,986,563 1,597,918 

木
造
以
外 

総   数 10,684 2,398,582 102,850,065 3,127,490 

法定免税点 
未満のもの 161 4,424 13,848 ▲2,264,889 

法定免税点 
以上のもの 10,523 2,394,158 102,836,217 5,392,379 

計 

総   数 27,754 4,556,259 151,840,410 4,546,670 

法定免税点 
未満のもの 203 6,590 17,630 ▲2,443,627 

法定免税点 
以上のもの 27,551 4,549,669 151,822,780 6,990,297 

非 課 税 家 屋 138 55,217   
   

区  分 棟 数 床面積(㎡) 決定価格（千円） 対前年価格（千円） 

新
増
築
分 

木  造 209 24,942 1,573,116 319,524 

木造以外 62 37,791 3,223,415 327,823 

計 271 62,733 4,796,531 647,347 

減
少
分 

木  造 112 12,889 163,110 26,826 

木造以外 112 9,194 131,530 ▲133,799 

計 224 22,083 294,640 ▲106,973 
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＜ 令和4年度の償却資産に係る固定資産税について ＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
償却資産決定価格（千円） 

令和４年度 令和３年度 対前年価格（千円） 

市 長 決 定 分 45,678,942 41,750,357 3,928,585 

大 臣 配 分 6,836,074 6,587,290 248,784 

知 事 配 分 3,807,254 3,736,944 70,310 

合   計 56,322,270 52,074,591 4,247,679 
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令和４年度 
市税条例の改正について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

報告第２号 
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 令和3年度末(令和4年3月)に専決処分した市税条例の一部改正  

１ 固定資産税・都市計画税(土地)の負担調整措置 

〈市税条例：附則第12条第1項、附則第24条第1項〉 

 

令和４年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5％(現

行：5％)とする。 

※ 住宅用地、農地等については、現行どおりである。 

 
 

２ 省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の拡充等 

 〈市税条例：附則第10条の3第7項及び第9項〉 

 

省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、次の措置を

講じた上で、その適用期限を2年延長(現行：令和4年3月31日まで、改正後：

令和6年3月31日まで)する。 

 

 (1) 適用対象となる住宅を、平成26年4月1日に存していた住宅(現行：平成

20年1月1日に存していた住宅)とする。 

 (2) 工事費要件を、50万円超から60万円超(※)に引き上げる。 

 

ア 断熱改修に係る工事費が60万円超 

※    又は 

イ 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率

空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費

と合わせて60万円超 
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 令和4年度(令和4年第2回定例会)に提案した市税条例の一部改正   

１ 貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置創設 

〈市税条例：附則第10条の2第17項〉固定資産税・都市計画税 

 

特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域として都道府県知

事等の指定を受けた土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を、最初

の3年度分、価格に4分の3を乗じて得た額とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 下水道除害施設に係る課税標準の特例措置の適用期限の延長等 

〈市税条例：附則第10条の2第2項〉固定資産税 

 

下水道除害施設について、その適用期限を2年延長し、適用対象を令和4年4

月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等において当該

供用が開始された日前から引き続き事業を行う者が当該工場等に設置する除害

施設に限定することとし、その課税標準を価格に5分の4を乗じて得た額とする。 

 

 令和4年度税制改正に伴う地方税法の改正   

 令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査の申出の特例 

〈地方税法附則第24条の2〉 

 価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じ

られたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の

価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日

後15か月を経過する日までの間においても審査申出をすることができる。 
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議案第１号 

 

   北広島市固定資産評価審査委員会規程の一部を改正する規程 

について 

 

 北広島市固定資産評価審査委員会規程(平成 13 年北広島市固定資産評

価審査委員会規程第1号)の一部を別紙のとおり改正いたしたく、固定資

産評価審査委員会の議決を求める。 

 

提案理由 

 固定資産評価審査委員会において定めていた審査の申出に関する文書

等について、所要の整理の上、改めて北広島市固定資産評価審査委員会規

程において当該文書等の様式を定めるものです。 
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北広島市固定資産評価審査委員会規程の一部を改正する規程 

 

北広島市固定資産評価審査委員会規程(平成13年北広島市固定資産評価審査委員会規

程第1号)の一部を次のように改正する。 
改正後 改正前 

(文書等の様式) (文書等の様式) 

第11条 次の各号に掲げる審査の申出に関する文

書等の様式は、当該各号に定めるところによる。 

第11条 審査の申出に関する文書等の様式は、委員

会で定める。 

(1) 固定資産評価審査申出書 別記第1号様式  

(2) 審査申出書記載事項変更届 別記第2号様

式 

 

(3) 審査申出書補正通知書 別記第3号様式  

(4) 補正書 別記第4号様式  

(5) 固定資産評価審査申出却下通知書 別記第

5号様式 

 

(6) 固定資産評価審査申出取下書 別記第6号

様式 

 

(7) 固定資産評価審査申出書の受理及び弁明書

等の提出要求通知書 別記第7号様式 

 

(8) 固定資産評価審査申出に関する弁明書 別

記第8号様式 

 

(9) 弁明書(副本)の送付及び反論書の提出要求

通知書 別記第9号様式 

 

(10) 固定資産評価審査申出弁明に対する反論

書 別記第10号様式 

 

(11) 意見陳述についての通知書 別記第11号

様式 

 

(12) 意見陳述調書 別記第12号様式  

(13) 口頭審理通知書 別記第13号様式  

(14) 口述書 別記第14号様式  

(15) 口頭審理調書 別記第15号様式  

(16) 固定資産評価審査実地調査通知書 別記

第16号様式 

 

(17) 実地調査調書 別記第17号様式  

(18) 議事調書 別記第18号様式  

(19) 固定資産評価審査決定書 別記第19号様

式 

 

  

 附則の次に次の19様式を加える。 
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別記第1号様式(第11条関係) 

(その1) 

 

                            

（市受付印）           (委員会受付印） 
※申出番号  

固定資産評価審査申出書 

  年  月  日 

北広島市固定資産評価審査委員会 

地方税法第432条の規定により審査の申出をします。 

審 査 

申出人 

住所又は居所 
 

（電話番号         ） 

氏 名
ふ り が な

 

（名 称） 

   

総 代 

又は 

代理人 

区 分    総代 ・ 代理人   （該当するものを○で囲みます。） 

住 所 

又は居所 

 

（電話番号         ） 

氏 名    

審査の申出の 

趣旨及び理由 

            土  地     枚 

 別添申出明細書    家  屋     枚     のとおり 

            償却資産     枚 

そ  の  他 

必 要 な 事 項  

 

 

 納税通知書の交付又は価格等の決定若しくは修正の通知を受けた日後に審査

の申出をする場合は、下記にその交付又は通知を受けた年月日を記入してくだ

さい。 

 交付又は通知を受けた日         年  月  日 

（注意） 

１ ※欄には記入しないでください。 

２ 申出人が法人又は法人でない社団若しくは財団の場合は、「住所又は居所」欄に所在地を、「氏名」

欄に名称及び代表者名又は管理人名をそれぞれ記載してください。 

３ 代表者若しくは管理人、総代又は代理人は、その資格を証明する書面を添付してください。 

４ 証拠書類等を添付する場合は、「その他必要な事項」欄にその書類名を記載してください。 

５ 口頭で意見を述べることを求める場合は、「その他必要な事項」欄にその旨を記載してください。 

６ 審査申出書の提出後、審査の決定までの間にその記載事項に異動を生じた場合は、遅滞なくその異

動事項を文書で届け出てください。 

７ この審査申出書は、正副２通を提出してください。 
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(その2) 

申出明細書（土地） 

  ※申出番号  

審 査 

申出人 

氏   名 

（名   称） 

 

 

 

土

地

の

表

示 

所    在  北広島市 

地    番  

地 
 
 

目 

登記簿上  

課 税 上  

地    積 ㎡   

固定資産課税台帳 

に登録された価格 
円   

処

分

の 

内

容 

 

申

出

の

趣

旨 

申 出 価 格 円   

 

申

出

の

理

由 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）１ ※欄には記入しないでください。 

    ２ 「申出の趣旨」欄は、「固定資産課税台帳に登録された上記土地の価格を申出価格に修正す

ることを求める。」のように、簡潔明瞭に記載してください。 

３ 申出物件が複数の場合は、物件ごとに記載してください。 
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(その3) 

申出明細書（家屋） 

  ※申出番号  

審 査 

申出人 

氏   名 

（名   称） 

 

 

 

家

屋

の

表

示 

所    在  北広島市 

家 屋 番 号  

種類及び構造 
 

床 面 積 ㎡   

固定資産課税台帳 

に登録された価格 
円   

処

分

の 

内

容 

 

申

出

の

趣

旨 

申 出 価 格 円   

 

申

出

の

理

由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）１ ※欄には記入しないでください。 

    ２ 「申出の趣旨」欄は、「固定資産課税台帳に登録された上記家屋の価格を申出価格に修正す

ることを求める。」のように、簡潔明瞭に記載してください。 

    ３ 申出物件が複数の場合は、物件ごとに記載してください。 
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(その4) 

申出明細書（償却資産） 

  ※申出番号  

審 査 

申出人 

氏   名 

（名   称） 

 

 

 

資

産

の

表

示 

所    在  北広島市 

資 産 種 類 数   量 
固定資産課税台帳 

に登録された価格 
申 出 価 格 

構 築 物  円 円 

機械及び装置  円 円 

船 舶  円 円 

航 空 機  円 円 

車両及び運搬具  円 円 

工具・器具及び備品  円 円 

合 計  円 円 

処

分

の 

内

容 

 

申

出

の 

趣

旨 

 

申
出
の
理
由 

 

 

 

 

 

 

（注意）１ ※欄には記入しないでください。 

    ２ 「申出の趣旨」欄は、「固定資産課税台帳に登録された上記資産の価格を申出価格に修正す

ることを求める。」のように、簡単明瞭に記載してください。 
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別記第2号様式(第11条関係) 

 

    ※ 申出番号  

審査申出書記載事項変更届 

 

  年  月  日   

北広島市固定資産評価審査委員会 様 

 

 北広島市固定資産評価審査委員会条例第4条第4項の規定により記載事項を変更しま

す。 

審 査 

申出人 

住 所 

(所在地) 

 

(電話番号            ) 

ふりがな 

氏  名 
 

総 代 

又は 

代理人 

区 分 総代・代理人 (該当するものを○で囲みます。) 

住 所 
 

(電話番号            ) 

氏 名  

審査申出年月日 年  月  日 

区 分 当初記載事項 同左に対する変更事項 
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別記第3号様式(第11条関係) 

 

審査申出書補正通知書 

第     号 

年  月  日 

 審査申出人 

   住所 

   氏名             様 

 

北広島市固定資産評価審査委員会   

 

    年  月  日付けで提出のありました別添の審査申出書(写し)

は、次の事項について不備があり審査上支障がありますので、北広島市固定

資産評価審査委員会条例第5条第3項の規定により提出期限までに不備を補正

した上で提出されますよう通知します。 

 補正に当たっては、別添補正書を使用の上、1通提出してください。 

 なお、提出期限までに補正書の提出がない場合は、北広島市固定資産評価

審査委員会条例第5条第4項の規定に基づき審査の申出が却下されます。 

 

記 

1 補正事項 

 

 

 

2 補正すべき理由 

 

 

 

3 提出期限           年  月  日 
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別記第4号様式(第11条関係) 

 

補 正 書 

 

年  月  日 

 

  北広島市固定資産評価審査委員会 様 

 

                    住所             

審査申出人              

                    氏名             

 

 

     年  月  日付けで提出した審査申出書を次のとおり補正しま

す。 

 

〔補正内容〕 
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別記第5号様式(第11条関係) 

 
固定資産評価審査申出却下通知書 

 
第     号  
年  月  日  

 審査申出人 
   住所               
   氏名             様 
 
 代表者、管理人、総代又は代理人 
   住所               
   氏名             様 
 

北広島市固定資産評価審査委員会    
 

  年  月  日付けで申出のあった固定資産課税台帳に登録され

た価格に対する審査の申出は、次の理由よりを却下します。 

 

［却下の理由］ 
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別記第6号様式(第11条関係) 

 

固定資産評価審査申出取下書 

 

  年  月  日 

北広島市固定資産評価審査委員会 様 

 

審査申出人 

住 所                   

氏 名                   

 

 地方税法第433条第11項において準用する行政不服審査法第27条の規定に基づき、下記の固

定資産評価審査申出を取り下げます。 

 

記 

 

１ 審査申出年月日           年  月  日 

 

２ 申出に係る固定資産の表示 

(1) 土地、家屋、償却資産の別 

 

 

(2) 地番、家屋番号又は償却資産の名称 

 

 

 

(注意) 

1 代理人は、申出人から取下げについての特別の委任を受けたことを証する書面を添付しな

ければ、この取下げをすることはできません。 

2 総代は、この取下げをすることはできません。この場合は、申出人が個々に取り下げなけ

ればなりません。 

3 申出人が法人その他の社団又は財団である場合は、主たる事務所、名称及び代表者又は管

理人の氏名を記載してください。 

 4 代理人が取り下げる場合においては、代理人が署名又は記名してください。 
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別記第7号様式(第11条関係) 

 

第     号 

年  月  日 

 

  北広島市長    様 

北広島市固定資産評価審査委員会   

 

 

固定資産評価審査申出書の受理及び弁明書等の提出要求通知書 

 

地方税法第432条の規定に基づき、次の者から提出のあった固定資産課税台

帳に登録された価格に対する審査申出について、調査の結果適法な方式を備

えていると認め、これを  年  月  日に受理したので、北広島市固定

資産評価審査委員会条例第5条第5項の規定により通知します。 

ついては、別添のとおり審査申出書(副本)を通知しますので、北広島市固

定資産評価審査委員会条例第6条第1項の規定により、当該審査申出に対する

正副2通の弁明書及びその他関係する資料を提出期限までに提出してくださ

い。 

 

１ 審査申出人 

    住所               

    氏名               

 

２ 提出期限         年  月  日 
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別記第8号様式(第11条関係) 

 

固定資産評価審査申出に関する弁明書 

 

年  月  日 

 

  北広島市固定資産評価審査委員会 様 

 

                     

北広島市長       

                     

 

 

     年  月  日付けで提出されました固定資産評価審査申出書に

対し、次のとおり弁明します。 

 

１ 審査申出人 

住所  

氏名  

 

２ 弁明 
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別記第9号様式(第11条関係) 

 

第     号 

年  月  日 

審査申出人 

   住所             

氏名           様 

 

 

北広島市固定資産評価審査委員会   

 

弁明書(副本)の送付及び反論書の提出要求通知書 

 

地方税法第432条の規定に基づき、    年  月  日付けをもって提

出のありました固定資産課税台帳に登録された価格に対する審査の申出につ

いて、北広島市長から提出された弁明書(副本)を北広島市固定資産評価審査

委員会条例第6条第2項の規定により別紙のとおり送付しますので、当該弁明

書に異論がある場合には、提出期限までに反論書を提出してください。 

なお、反論書の提出に当たり、証拠となる書類等があれば、併せて提出し

てください。 

 

 

提出期限         年  月  日 
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別記第10号様式(第11条関係) 

 

固定資産評価審査申出弁明に対する反論書 

 

年  月  日 

 

  北広島市固定資産評価審査委員会 様 

 

                     住所            

審査申出人             

                     氏名            

 

 

     年  月  日付けで提出されました固定資産評価審査申出に関

する弁明書に対し、次のとおり反論します。 

 

１ 申出の内容 

 

 

 

 

２ 反論の内容 
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別記第11号様式(第11条関係) 

 

意見陳述についての通知書 

第     号 

年  月  日 

 審査申出人 

   住所 

   氏名             様 

 

北広島市固定資産評価審査委員会   

 

    年  月  日付けで申出のあった固定資産課税台帳に登録され

た価格に対する審査申出について、次のとおり意見陳述を行いますので通知

します。 

  

審査 

申出人 

 住所(所在地)  

 氏名(名称)  

実施日時 年 月 日
午前 

午後 
  時  分から 

実施場所  

審査事項  

その他必要事項  
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別記第12号様式(第11条関係) 

 

意 見 陳 述 調 書 

事

案

の

表

示 

申
出
人 

 住所(所在地)  

 氏名(名称)  

申出年月日 年 月 日申出資産の種類 土地・家屋・償却 

所在 北広島市 

審査申出事項 
 

 

意見陳述の日時 年 月 日
午前 

午後 
  時  分から 

意見陳述の場所  

意
見
の
内
容 

  

そ
の
他
必
要
事
項 

  

 

上記のとおり口頭による意見陳述がありましたので、調書を作成します。 

      年  月  日 

 

委員氏名            印 

 

委員氏名            印 

 

委員氏名            印 

 

書記氏名            印 
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別記第13号様式(第11条関係) 

 

口頭審理通知書 

第     号 

年  月  日 

 審査申出人 

   住所 

   氏名             様 

 

北広島市固定資産評価審査委員会   

 

    年  月  日付けで申出のあった固定資産課税台帳に登録され

た価格に対する審査申出について、次のとおり口頭審理を行いますので通知

します。 

 ご出席いただきますようお願いいたします。 

 

審査 

申出人 

 住所(所在地)  

 氏名(名称)  

審査日時 年 月 日
午前 

午後 
  時  分から 

審査場所  

審査事項  

その他必要事項  
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別記第14号様式(第11条関係) 

 

口 述 書 

 

年  月  日 

 

  北広島市固定資産評価審査委員会 様 

 

                    住所             

審査申出人              

                    氏名             

 

 

     年  月  日開催の地方税法第432条の規定に基づく固定資産

課税台帳に登録された価格に対する審査申出に係る口頭審理に出席できませ

んので、次のとおり陳述します。 

 

〔陳述事項〕 
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別記第15号様式(第11条関係) 

 

口 頭 審 理 調 書 

事

案

の

表

示 

申
出
人 

 住所(所在地)  

 氏名(名称)  

申出年月日 年 月 日申出資産の種類 土地・家屋・償却 

所在 北広島市 

審査申出事項 
 

 

審理年月日 年 月 日
午前 

午後 
  時  分から 

審理の場所  

出
席
者 

住所 氏名 

  

  

  

審
理
の
要
領 

 

そ
の
他
必
要
事
項 
  

 

上記のとおり口頭審理を行いましたので、調書を作成します。 

      年  月  日 

 

委員氏名            印 

 

委員氏名            印 

 

委員氏名            印 

 

書記氏名            印 
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別記第16号様式(第11条関係) 

 

固定資産評価審査実地調査通知書 

第     号 

年  月  日 

 審査申出人 

   住所 

   氏名             様 

 

北広島市固定資産評価審査委員会   

 

    年  月  日付けで申出のあった固定資産課税台帳に登録され

た価格に対する審査申出について、次のとおり実地調査を行いますので通知

します。 

 実地調査にお立会いいただきますようお願いいたします。 

 

実施調査日時 年 月 日
午前 

午後 
  時  分から 

実地調査場所 北広島市 

実地調査事項 

番号 
土地・家屋・償却資産 

の所在地・地番 
調査事項 

1   

2   

3   

その他  
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別記第17号様式(第11条関係) 

 

実 地 調 査 調 書 

事

案

の

表

示 

申
出
人 

 住所(所在地)  

 氏名(名称)  

申出年月日 年 月 日申出資産の種類 土地・家屋・償却 

所在 北広島市 

審査申出事項 
 

 

調査の日時 年 月 日
午前 

午後 
  時  分から 

調査の場所  

調
査
結
果 

 

そ
の
他
必
要
事
項 
  

 

上記のとおり実地調査を行いましたので、調書を作成します。 

      年  月  日 

 

委員氏名            印 

 

委員氏名            印 

 

委員氏名            印 

 

書記氏名            印 
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別記第18号様式(第11条関係) 

 

議 事 調 書 

事

案

の

表

示 

申
出
人 

 住所(所在地)  

 氏名(名称)  

申出年月日 年 月 日申出資産の種類 土地・家屋・償却 

所在 北広島市 

審査申出事項 
 

 

会議の日時 年 月 日
午前 

午後 
  時  分から 

会議の場所  

議
事
内
容(

会
議
の
要
領)

 

 

そ
の
他
必
要
事
項 
  

 

 

      年  月  日 

 

委員氏名            印 

 

委員氏名            印 

 

委員氏名            印 

 

書記氏名            印 
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別記第19号様式(第11条関係) 

 

固定資産評価審査決定書 

 

第     号 

年  月  日 

 審査申出人 

   住所               

   氏名             様 

 

 代表者、管理人、総代又は代理人 

   住所               

   氏名             様 

 

北広島市固定資産評価審査委員会   

 

    年  月  日付けで提出のあった地方税第432条の規定に基づ

く固定資産課税台帳に登録された価格に対する審査申出について、次のとお

り決定します。 

申

出

事

項 

資産の所在 北広島市 

申出の趣旨 

及び理由 
 

委員会決定  

決定の理由  
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   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 
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